様式第3号(第10条関係)
採択事業の指定等届
年　　月　　日
南砺市長　様
法人名　　　　　　　　　　　　　　　　

肩書・代表者名　　　　　　　　　　　　

本社所在地　　　　　　　　　　　　　　

法人番号　　　　　　　　　　　　　　　

南砺市ふるさと納税等の寄附を活用した補助金に係る南砺市への企業版ふるさと納税に関して、下記のとおり採択事業を指定します。なお、南砺市ふるさと納税等の寄附を活用した補助金交付要綱第10条第2項及び第3項に規定する内容を承諾します。

記
	(1)　指定する採択事業
(公募中の採択事業について記入)
	採択事業の名称：井波まちづくり１００年構想事業
実施事業者：一般社団法人ジソウラボ

	(2)　指定する採択事業に係る実施事業者と関係会社でないことの誓約
(関係会社が提案事業者である事業に対して寄附することはできません。)
	□上記の実施事業者は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社ではありません。

	(3)　感謝状
	□希望する　　□希望しない　

	(4)　感謝状贈呈式
	□希望する　　□希望しない　

	(5)　市表彰
	□希望する　　□希望しない　

	(6)　褒章
	□希望する　　□希望しない


注1　□の部分は、該当するものを■にしてください。
本届出に合わせ、寄附申出書を提出してください。




[bookmark: _GoBack]（参考）補助金交付要綱第10条(寄附)
第10条　前条の規定による公募に応じて寄附をする者(以下「寄附者」という。)は、寄附をする際に、採択事業の指定等届(様式第3号)を市長に提出し当該寄附を充当すべき採択事業を指定するものとする。
2　前項の場合において、当該寄附者が当該寄附をした後に、当該指定した採択事業について、次に掲げる事由が生じたときは、当該指定した採択事業以外の事業に当該寄附が充当されることを承諾した上で、寄附をするものとする。
(1)　事業提案者が倒産、解散その他社会情勢の変化等により事業を実施できない事情が生じたとき。
(2)　事業の完了後に事業費が寄附の額まで達しなかったとき。
(3)　当該補助に関する議案が南砺市議会で議決されなかったとき。
(4)　その他特別な事情により市長が採択事業を実施すべきでないと判断したとき。
(5)　企業版ふるさと納税活用事業においては、寄附の額が採択事業ごとに設定する必要最低補助額に達しなかったとき。
3　前項各号に掲げる事由が生じた場合において、寄附者は、当該寄附者がした寄附金の返還を市長に求めることができないものとする。
4　企業版ふるさと納税を行う寄附者は、第1項の規定により採択事業を指定する場合において、当該寄附者と関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。)にある団体が実施する採択事業を指定してはならない。
5　寄附の額が必要最低補助額に達したとき又は確定したときは採択事業にかかる寄附額内定通知書(様式第4号)により、事業提案者に通知するものとする。

